
分別がされていない場合
廃棄物の全量返却または分別費用が発生します。

石膏ボード・ケイ酸カルシウム板の

分別をお願いします！

〒690-0025島根県松江市八幡町882番地2
TEL :0852-37-2890 ※ガイダンス2番

プラスチックなど他の産業廃棄物と石膏ボード
が混載となっている状態×

石膏ボードとケイ酸カルシウム板が分別されて
いる状態◎

※これらの廃棄物については石綿(アスベスト)を含まない物に限ります。

石膏ボードとケイ酸カルシウム板が他の産業廃棄物と混ざっていたり、分別が

されていない場合は、返却もしくは別途費用（分別費、処理費の追加等）をい

ただくことがあります。ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

石膏ボードは雨で濡れないように袋に入れて保
管されている状態◎

石膏ボードとケイ酸カルシウム板が混ざってお
り、分別されていない状態×

石膏ボード ケイ酸カルシウム板 石膏ボードケイ酸カルシウム板

ケイ酸カルシウム板

石膏ボード

〇分別が良い例

×分別が悪い例


